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基本理念を次のように設定しています。

男女が性別に関わりなく、認め合い助け合って、その個性と能力を発

揮するために、男女共同参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に

推進し、もって男女共同参画社会の町づくりを実現することを基本理念

とします。

 
 

基 本 理 念

基本計画の性格等

この計画は、平成 年度に策定した基本計画をもとに平成 年度に本町

の現状を踏まえ、取り組み等を見直し改定したものです。

計画期間は、平成 年度から平成 年度までの ヵ年としています。

なお、社会情勢、本町における状況の変化に対応するため、事業評価を適時行

っていき、次計画修正等見直しを行う際に町民意識調査を実施します。

は じ め に

わが国においては戦後、憲法に男女平等の理念がうたわれて以来、国連など

世界的な取り組みと連動しつつ、男女平等の実現に向けた法律や制度が整備さ

れ、その結果女性の地位向上はかなり達成されてきました。しかし、今なお社

会や個人に性別による固定的役割分担意識や慣習が残っているなど、解決すべ

き多くの課題が存在しています。

中土佐町では、平成 年に、「地域が輝き、活気とぬくもりのある住みよい

町づくり」を進めるために、「自立・協働・連携」を基本理念とした「中土佐町

総合振興計画」を策定しました。この中土佐町総合振興計画に基づき、平成

年に中土佐町男女共同参画推進条例を制定し、同年、中土佐町男女共同参画基

本計画を策定しています。

平成 年には、平成 年以降の本町における状況の変化に対応するため

に、男女共同参画に係る意識調査の実施及び計画の見直しを行いました。

〔中土佐町振興計画の大綱：（１）安心して住みよい町づくり（２）地場産業で

潤いのある町づくり（３）ほのぼのとしたぬくもりを感じる町づくり（４）豊

かな心を育てる教育・文化の町づくり（５）活気あふれる協働の町づくり〕を

今後、より一層推進していくために男女共同参画に係る 年間の本町の取組

の指針といたします。

この本改定基本計画をもとに、男女が互いに認め合い助け合って、社会のあ

らゆる場にともに参画し、生き生きとした人生をおくることができる社会の実

現を目指して、積極的に施策の推進を図ってまいる所存です。

終わりに、本基本計画改定にあたり熱心にご協議、ご提言をいただきました

中土佐町男女共同参画推進協議会委員の皆様をはじめ、意識調査などで貴重な

ご意見をいただきました方々に心より感謝を申し上げます。

平成 年 月

中土佐町長 池田 洋光
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（１）男女共同参画に対する積極的な広報活動

○町民意識調査結果を広報に掲載します。

○男女共同参画プランを冊子化し、関係者及び主要機関に配布します。

○男女共同参画推進月間に合わせて広報「なかとさ」を利用して各種情報

を提供します。

（２）男女共同参画の視点に立った研修の促進

○男女共同参画の推進のために町職員における人権研修（セクハラ研修）

を実施します。

男女の人権の尊重

20%

47%
14%

2%

0% 17%

女性2%

45%

31%

7%

2% 13%

男性

■男性の方が非常に優遇されている

■どちらかと言えば男性の方が優遇されている

■平等

■どちらかと言えば女性の方が優遇されている

■女性の方が非常に優遇されている

■分からない

社会通念・習慣・しきたりでの平等意識

平成 年度実施「町民意識調査」より

計画の体系図

重 点 目 標 施 策 の 方 向

男女の人権の尊重 男女共同参画に対する積極的な広報活動

男女共同参画の視点に立った研修の促進

働く場における

男女共同参画の推進
より働きやすい職場の実現

社会制度や慣行の見直し

性別や固定観念にとらわれない啓発の推進

男女共同参画の推進のための調査、研究、情報の

収集

男女共同参画による住民自治組織づくり

男女共同参画を推進する

教育・学習の充実

男女共同参画に関する教材の設置

子どもの発達段階に応じた性教育の実施

あらゆる場における教育や学習の推進

就労支援

子育て支援

高齢者・介護対策

生涯にわたる健康支援や健康教育

生涯を通じた社会参画

町の審議会等委員への女性参画の拡大

役場の女性職員の幹部登用の推進

女性の参画意欲の向上と人材育成

施策・方針決定過程への

女性の参画の促進

に関する普及啓発の充実

相談体制の充実

被害者の安全確保

被害者の自立支援

男女間のあらゆる暴力の根絶
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（１）町の審議会等委員への女性参画の拡大

○女性委員の比率を高めていきます。

（２）役場の女性職員の幹部登用の推進

○女性職員の幹部登用を推進します。

（３）女性の参画意欲の向上と人材育成

○政策への関心と参画を促すための講座や講演会の開催を行います。

施策・方針決定過程への

女性参画の促進

（１）男女共同参画に関する教材の設置

○子どもの頃からジェンダーにしばられず、子どもの個性を大切にした教

育を行うため、教材を活用します。

○中土佐町男女共同参画プランの冊子を教材として教職員の研修の場で活

用します。

（２）子どもの発達段階に応じた性教育の実施

○性犯罪から弱者を守り保護するために、子どもの頃からの発達段階に応

じた性教育を行います。

（３）あらゆる場における教育や学習の推進

○就学前・学校教育や社会教育等における人権教育・啓発を推進します。

男女共同参画を推進する

教育・学習の充実
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（１） に関する普及啓発の充実

○ポスターやリーフレットの配布による啓発を行います。

○自治体の広報紙等の活用による啓発を行います。

○意識調査、実態把握調査を実施します。

（２）相談体制の充実

○相談窓口の周知に努めます。

○職務関係者の資質向上を図ります。

○無料法律相談、無料人権相談の活用を促します。

（３）被害者の安全確保

○警察及び関係機関との連携強化を図ります。

○情報管理を徹底します。

（４）被害者の自立支援

○被害者に係る情報の保護を徹底します。

○福祉施策による支援及び情報提供に努めます。

（生活保護、医療保険、児童扶養手当、年金、母子生活支援施設等）

○子どもの発育に応じたケアを行います。

○公営住宅への優先入居等を行います。

男女間のあらゆる暴力の根絶
（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための

施策の実施に関する基本計画）

（１）就労支援

○男女の就労支援のためのパソコンを使って文書作成や表計算等、技能向

上講座を実施し、併せて就職相談を行います。

（２）子育て支援

○子育て支援センターの充実を図ります。

○親と子どもの触れ合い事業を実施します。

○虐待に関する啓発・相談事業を実施します。

○安心して出産、子育てができるよう保健師等の相談体制をはじめとする

母子保健施策の充実を図ります。

（３）高齢者・介護対策

○講演、広報、チラシ等を利用し「男女共同の家庭介護」の意識の醸成を

図ります。

（４）生涯にわたる健康支援や健康教育

○食生活改善や生活習慣についての啓発を行っていきます。

○国民健康保険では、人間ドック受診助成事業や脳ドック受診助成事業

（ 歳から 歳未満）を推進します。

○その他、特定健診、がん検診・健康診査等生涯にわたる健診機会の場の

提供と啓発を行います。

生涯を通じた社会参画
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男女共同参画が目指す中土佐町の姿
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男女共同参画が目指す中土佐町の姿
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相談内容 相談窓口 〒 住 所 電話番号 受付時間

男女共同

参画

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ： （火～金）

： ～ ： （土・日・月）

（第 水祝日・年末年始を除く）

高知県文化生活部県民生活・

男女共同参画課
高知市丸ノ内 ： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

中土佐町人権啓発センター 中土佐町久礼 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

女性に関

する相談

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ：

： ～ ：

（第 水祝日・年末年始を除く）

高知県女性相談支援センター 高知市百石町
（配偶者暴力相談支援センター）

： ～ ・ ： ～ ：
（土日祝日を除く）

： ～ ： （土・日・祝）

※年末年始を除く

男性のため

の悩み相談

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ：
（毎月第 ・３火曜日・第 水曜日）

※要予約

セクシャル

ハラスメント

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ： （火～金）

： ～ ： （土・日・月）

（第 水祝日・年末年始を除く）

高知労働局 雇用均等室 高知市南金田 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

暴力（ ）

に関する

相談

高知県女性相談支援センター 高知市百石町
（配偶者暴力相談支援センター）

： ～ ： ・ ： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

： ～ ： （土・日・祝）

※年末年始を除く

高知県警察本部 警察総合相談

（全国共通）
高知市丸ノ内 丁目

（＃ ）
時間

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ：

： ～ ：

（第 水祝日・年末年始を除く）

女性の人権ホットライン
高知市栄田町
（高知よさこい咲都合同庁舎８階）

高知地方法務局 人権擁護課

： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

ストーカー規制法・ 防止法に

関する相談
高知市丸ノ内
高知県警察本部 生活安全企画課

： ～ ：
（土日祝日・年末年始は当直対応）

中土佐町健康福祉課

中土佐町人権啓発センター

中土佐町久礼

中土佐町久礼
： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

性犯罪

被害相談

性犯罪被害相談電話

レディースダイヤル１１０番
高知市丸ノ内
高知県警察本部 県民支援相談課

時間

子ども・

青少年に

関する

相談

子どもと家庭の１１０番 高知市新本町

児童家庭支援センター

「みその」

： ～ ：
（年末年始を除く）

子どもと家庭の１１０番

電話相談
時間

子どもの人権１１０番
高知市小津町

高知地方法務局 人権擁護課
： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

高知県心の教育センター 高知市大原町 ： ～ ：
（祝日・休日・年末年始を除く）

いじめ電話相談
高知市大原町
高知県心の教育センター

時間

高知県中央児童相談所 高知市大津甲 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

高知県幡多児童相談所 四万十市渡川 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

思春期相談センター「 」
高知市丸ノ内

保健衛生総合庁舎内
： ～ ：

（日祝日・年末年始を除く）

中土佐町少年補導育成センター 中土佐町久礼 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

出産・

育児相談

子育て・女性健康支援センター

高知

高知市中宝永町

めぐみ保育園内

： ～ ： （月～金）

（土日祝日・年末年始を除く）

： ～ ： （第 ・４日曜）

中土佐町健康福祉課 中土佐町久礼 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

－用語解説－

●男女共同参画（社会）

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。

●セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）

「性的嫌がらせ・性的おびやかし」の意。時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉

快にさせる性的な言動のことをいう。職場における対等なパートナーとは見ず、性差別的

な意識に基づくものであり、男女を問わず安全な環境で働く権利をも侵害する行為のこと。

●男女雇用機会均等

職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・

解雇などの面で男女とも平等に扱うこと。

●ポジティブアクション

一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範

囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的とし

て講じる措置のことをいう。

●ソーレ

こうち男女共同参画センター「ソーレ」の略称。

男女共同参画社会の実現に向けた活動の拠点として、「女性と男性の自立」と「女性の地

位向上」を目的とした多彩な事業を展開している。

●ジェンダー

性別に基づいて社会的に要求される役割などの社会的性差をさす言葉として用いられる。

●ワーク・ライフ・バランス

「仕事と生活の調和」誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果た

す一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる

健康で豊かな生活ができること。

●ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス

一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」

という意味で使用されることが多い。殴る、蹴る等の身体的暴力、大声で怒鳴る、無視す

る等の精神的暴力、性交渉を強要する、避妊をしない等の性的暴力、生活費を渡さない等

の経済的暴力等があげられる。
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相談内容 相談窓口 〒 住 所 電話番号 受付時間

男女共同

参画

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ： （火～金）

： ～ ： （土・日・月）

（第 水祝日・年末年始を除く）

高知県文化生活部県民生活・

男女共同参画課
高知市丸ノ内 ： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

中土佐町人権啓発センター 中土佐町久礼 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

女性に関

する相談

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ：

： ～ ：

（第 水祝日・年末年始を除く）

高知県女性相談支援センター 高知市百石町
（配偶者暴力相談支援センター）

： ～ ・ ： ～ ：
（土日祝日を除く）

： ～ ： （土・日・祝）

※年末年始を除く

男性のため

の悩み相談

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ：
（毎月第 ・３火曜日・第 水曜日）

※要予約

セクシャル

ハラスメント

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ： （火～金）

： ～ ： （土・日・月）

（第 水祝日・年末年始を除く）

高知労働局 雇用均等室 高知市南金田 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

暴力（ ）

に関する

相談

高知県女性相談支援センター 高知市百石町
（配偶者暴力相談支援センター）

： ～ ： ・ ： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

： ～ ： （土・日・祝）

※年末年始を除く

高知県警察本部 警察総合相談

（全国共通）
高知市丸ノ内 丁目

（＃ ）
時間

こうち男女共同参画センター

「ソーレ」
高知市旭町

： ～ ：

： ～ ：

（第 水祝日・年末年始を除く）

女性の人権ホットライン
高知市栄田町
（高知よさこい咲都合同庁舎８階）

高知地方法務局 人権擁護課

： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

ストーカー規制法・ 防止法に

関する相談
高知市丸ノ内
高知県警察本部 生活安全企画課

： ～ ：
（土日祝日・年末年始は当直対応）

中土佐町健康福祉課

中土佐町人権啓発センター

中土佐町久礼

中土佐町久礼
： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

性犯罪

被害相談

性犯罪被害相談電話

レディースダイヤル１１０番
高知市丸ノ内
高知県警察本部 県民支援相談課

時間

子ども・

青少年に

関する

相談

子どもと家庭の１１０番 高知市新本町

児童家庭支援センター

「みその」

： ～ ：
（年末年始を除く）

子どもと家庭の１１０番

電話相談
時間

子どもの人権１１０番
高知市小津町

高知地方法務局 人権擁護課
： ～ ：

（土日祝日・年末年始を除く）

高知県心の教育センター 高知市大原町 ： ～ ：
（祝日・休日・年末年始を除く）

いじめ電話相談
高知市大原町
高知県心の教育センター

時間

高知県中央児童相談所 高知市大津甲 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

高知県幡多児童相談所 四万十市渡川 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

思春期相談センター「 」
高知市丸ノ内

保健衛生総合庁舎内
： ～ ：

（日祝日・年末年始を除く）

中土佐町少年補導育成センター 中土佐町久礼 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

出産・

育児相談

子育て・女性健康支援センター

高知

高知市中宝永町

めぐみ保育園内

： ～ ： （月～金）

（土日祝日・年末年始を除く）

： ～ ： （第 ・４日曜）

中土佐町健康福祉課 中土佐町久礼 ： ～ ：
（土日祝日・年末年始を除く）

－用語解説－

●男女共同参画（社会）

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的

利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。

●セクハラ（セクシュアル・ハラスメント）

「性的嫌がらせ・性的おびやかし」の意。時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉

快にさせる性的な言動のことをいう。職場における対等なパートナーとは見ず、性差別的

な意識に基づくものであり、男女を問わず安全な環境で働く権利をも侵害する行為のこと。

●男女雇用機会均等

職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・

解雇などの面で男女とも平等に扱うこと。

●ポジティブアクション

一般的には、社会的・構造的な差別によって不利益を被っている者に対して、一定の範

囲で特別の機会を提供することなどにより、実質的な機会均等を実現することを目的とし

て講じる措置のことをいう。

●ソーレ

こうち男女共同参画センター「ソーレ」の略称。

男女共同参画社会の実現に向けた活動の拠点として、「女性と男性の自立」と「女性の地

位向上」を目的とした多彩な事業を展開している。

●ジェンダー

性別に基づいて社会的に要求される役割などの社会的性差をさす言葉として用いられる。

●ワーク・ライフ・バランス

「仕事と生活の調和」誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果た

す一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる

健康で豊かな生活ができること。

●ＤＶ：ドメスティック・バイオレンス

一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」

という意味で使用されることが多い。殴る、蹴る等の身体的暴力、大声で怒鳴る、無視す

る等の精神的暴力、性交渉を強要する、避妊をしない等の性的暴力、生活費を渡さない等

の経済的暴力等があげられる。




